
自治安全部

運営方針

【重点施策とめざす方向】 【実績】
地域防災力の強化 目標どおり達成

　避難所へのマンホールトイレ設置計画をすす
めます。
　また、要配慮者利用施設における避難確保計
画について、関係課と連携し作成支援を行いま
す。 ⇒

　マンホールトイレ設置について、避難所とな
る小中学校への説明を行い、計画に基づいて小
中学校３校に設置しました。
　また、要配慮者利用施設における避難確保計
画については、関係課と連携し作成支援を行い
ました。

災害時行動力の強化 ほぼ目標どおり達成

　河内長野市避難所運営マニュアルを基に各避
難所毎のルールを地域の方々と作成し、スムー
ズな避難所開設、運営のための地域別避難所運
営マニュアルの作成を進めるとともに、出前講
座や避難所運営訓練などを通して、地域全体の
防災力の向上を図ります。
　各種ハザードマップについては、人的被害の
軽減を図るため、行政と住民等とのリスクコ
ミュニケーションツールとして有効活用してい
きます。

⇒

　河内長野市避難所運営マニュアルについて
は、コロナ禍により地域の活動ができず作成で
きませんでしたが、各種ハザードマップについ
ては、地域の方々が感染症対策を行いながら、
過去の災害履歴の確認や危険個所の洗い出しを
行い、作成し、対象地域の全世帯に配布しまし
た。また、災害時等の情報を市民へ周知する方
法として防災行政無線だけでなく各種ＳＮＳで
の配信も開始しました。

大阪一犯罪の少ないまちづくり 目標どおり達成

　犯罪のない明るく住みよいまちづくりを進め
るため、市民とともに防犯協議会や警察との更
なる連携強化を図り、防犯意識の向上と犯罪状
況に応じた防止策を行います。
　犯罪状況に応じた防止策を推進し、より犯罪
への抑止力を高めるため、防犯カメラを設置、
自動通話録音装置の貸与を推進します。
　また、自治会への防犯カメラの設置補助を継
続し設置促進を図り、大阪一犯罪の少ないまち
をめざします。

⇒

　市民と共に防犯協議会や警察との更なる連携
強化を図り、防犯意識の向上と犯罪状況に応じ
た防止策を行いました。
　また、防犯カメラ１５台を通学路等に設置
し、自動通話録音装置１，０６７台（累計）の
貸出を行いました。
　自治会への防犯カメラに対する補助について
は、計画通り実施しました。また令和４年度以
降の防犯カメラ公設化の方針に伴い、自治会設
置による防犯カメラ設置については自治会活動
環境整備補助制度で運用できるように要綱整備
を実施しました。

令和３年度部局運営方針実績

安全・安心のまちづくりを目指して
　災害や大規模事故等より、市民の生命と財産を守るため、安全・安心に暮らせるまちを築く危
機管理対策の強化に取り組みます。
　また、大規模災害に備え、昨年度に引き続き、大規模な指定避難所（11箇所の小中学校）に５
箇年計画でマンホールトイレを設置すべく設置工事を施工します（令和２年度は１校施工。令和
３年度は３校）。
　さらに、防災・防犯活動をはじめ、様々な地域課題に取り組む自治会や、自治会を基盤とした
地域まちづくり協議会への支援を通じ、コミュニティの活性化を図るとともに、市民と行政が方
向性を共有し、相互理解を深めることにより、協働のまちづくりを進めます。



地域コミュニティや市民公益活動の活性化およ
び協働事業の促進

目標どおり達成

　ポストコロナに向けた自治会活動の活性化を
検討し、自治会ニーズに合った情報提供を行う
など、より効果的な取組みを推進します。
　地域コミュニティの活性化に向け、地域まち
づくり協議会への支援を充実することで、地域
特性に合った取組みを推進します。また、今後
の財政的支援及び人的支援のあり方について検
討します。
　機能移転したかわちながのボランティア・市
民活動センターの円滑な運営と機能充実を図る
とともに、地域まちづくり支援拠点との連携を
促進し、コミュニティビジネス等の新たな取り
組みの支援を行います。

⇒

　自治会活動の活性化策として、自治会ハンド
ブックでポストコロナに向けた自治会活動につ
いて情報提供を行うとともに、２年ぶりに自治
会交流会を開催し、地域間での情報交換の場を
提供しました。
　地域まちづくり協議会への支援については、
会議など地域活動に社会福祉協議会とともに入
り連携体制の確立に取り組みました。
　機能移転したかわちながのボランティア・市
民活動センターでは、交流促進事業としてコロ
ナ対策を行いつつ「つながりフェスタ」を開催
するとともに、登録団体ガイドブックを作成し
情報提供に努め、新しい取組みへの支援策とし
てコミュニティビジネスや助成金活用などの講
座を開催しました。


